
差込（ドリームロード（ステップ））用 

2022年４月 

「ご契約のしおり－約款」の改訂について 

契約日が2022年４月１日～６月30日となるドリームロード（ステップ）につ

きましては、ご契約のしおりの一部が改訂となります。 

次ページ以降をぜひご一読・ご確認のうえ、「ご契約のしおり－約款」およ

び保険証券とあわせて保管ください。 



 
 

Ⅰ．「支払査定時照会制度」に基づく他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同

利用について（25～26ページ） 

１.改訂内容 

〈１〉「ア. 支払査定時照会制度」の文章中、一部を次のとおり改訂します。 

改訂後 改訂前 

●当社が保有する相互照会事項記載の情報につい

ては、当社が管理責任を負います。ご契約者、

被保険者または保険金等受取人は、当社の定め

る手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開

示を求め、その内容が事実と相違している場合

には、訂正を申し出ることができます。また、

次のｱ)～ｵ)に記載の事由を理由とする場合、当

社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止

または消去を求めることができます。これら各

手続きの詳細については、当社の職員または大

樹生命お客さまサービスセンターにお問い合わ

せください。 

ｱ) 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用

目的の達成に必要な範囲を超えて個人情

報を取り扱っている場合 

ｲ) 当社が不適正な個人情報の利用・取得を

している場合 

ｳ) 本人が識別される保有個人データを当社

が利用する必要がなくなった場合 

ｴ) 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅

失・毀損その他の個人データの安全の確

保に係る事態であって個人の権利利益を

害するおそれが大きい場合 

ｵ) 本人が識別される保有個人データの取り

扱いにより、本人の権利または正当な利

益が害されるおそれがある場合 

●当社が保有する相互照会事項記載の情報につい

ては、当社が管理責任を負います。ご契約者、

被保険者または保険金等受取人は、当社の定め

る手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開

示を求め、その内容が事実と相違している場合

には、訂正を申し出ることができます。また、

個人情報の保護に関する法律に違反して相互照

会事項記載の情報が取り扱われている場合、当

社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止

あるいは第三者への提供の停止を求めることが

できます。これら各手続きの詳細については、

当社の職員または大樹生命お客さまサービスセ

ンターにお問い合わせください。 

 

〈２〉「ア. 支払査定時照会制度」の末尾の文章を次のとおり改訂します。 

改訂後 改訂前 

※「支払査定時照会制度」に参加している各生命
保険会社名につきましては、一般社団法人生
命保険協会ホームページ（https://www.seih
o.or.jp/）の「加盟会社」をご参照くださ
い。 

※「支払査定時照会制度」の最新の内容について
は、当社ホームページ（https://www.taiju-
life.co.jp/personal/seiho/payment_audit.h
tm）をご確認ください。 

●「支払査定時照会制度」に参加している各生命
保険会社名につきましては、一般社団法人生
命保険協会ホームページ（https://www.seih
o.or.jp/）の「加盟会社」をご参照くださ
い。 

 
 

 

 

 



 
 

Ⅱ．生命保険契約者保護機構について（28～29ページ） 

１.改訂内容 

＜仕組みの概略図＞を次のとおりとします。 

○救済保険会社が現れた場合

会員保険会社破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構

救済保険会社

民間金融機関等

国

補償対象保険金支払に
係る資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注１)

資金援助
補償対象保険金の支払(注２)

保険金請求権等の買取り(注２)

保険契約の全部・一部の
移転、合併、株式取得

保険金等の支払

○救済保険会社が現れない場合

会員保険会社破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構

民間金融機関等

国

補償対象保険金支払に
係る資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注１)

補償対象保険金の支払(注２)

保険金請求権等の買取り(注２)

保険金等の支払

保険契約の引受け
承継保険会社

保険契約の承継

 

（注１）上記の「財政措置」は、2027年３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、

会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て

補助金が認められた際に行われるものです。 

（注２）破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に

係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率につい

ては、責任準備金等の補償限度と同率となります（高予定利率契約については、※２に記載の

率となります。）。 

 

※「生命保険契約者保護機構」に係る「仕組みの概略図」（注１）の内容について 

「仕組みの概略図」は、原則として、この差込を作成した2022年３月18日現在の法令に基づいた

内容を掲載しておりますが、（注１）に掲載している国からの「財政措置」の期限については、

以下の点にご留意ください。 

・この差込を作成した2022年３月18日現在の国からの「財政措置」の期限は、2022年３月末まで

の措置とされておりますが、2022年２月１日、金融庁から、当該「財政措置」の期限について、

2027年３月末まで５年間延長する保険業法改正法案が第208回国会に提出されております。 

（金融庁ＨＰ https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html） 

・これに基づき、この差込では、当該「財政措置」の期限を「2027年３月末まで」と記載してお

りますが、当内容については、国会に提出された保険業法改正法案がこの差込を作成した2022

年３月18日時点においては成立していないため、確定しておりません。 

・したがって、2022年４月１日以降の「財政措置」の期限については、国会における保険業法改

正法案の成立を得て確定することになります。 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒100-8123 東京都千代田区大手町２-１-１                  

TEL:03-6831-8000（大代表）                  

https://www.taiju-life.co.jp/                  


